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２１ 平成２３年６月９日申請（平成２３年（争）第２号）（接続料の再精算等） 

（１）経過 

平成２３年  

６月 ９日 ソフトバンクモバイル株式会社（以下「ＳＢＭ」という。）

から、あっせんの申請。（⇒（２）） 

委員会から、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「Ｎ

ＴＴドコモ」という。）に対し、あっせんの申請があった旨

の通知。 

２７日 あっせん委員（渕上委員長代理、尾畑委員、山本委員及び

小野特別委員）の指名。 

７月１４日 ＮＴＴドコモから、答弁書の提出。（⇒（３）） 

１９日 あっせん委員による審議。 

２６日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの答弁書（７月１４日付け）

に対する意見書の提出。 

ＮＴＴドコモから、意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取。 

８月 ７日 ＮＴＴドコモから、意見書の提出。 

８日 ＳＢＭから、意見書の提出。 

２３日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（８月７日付け）

に対する意見書の提出。 

２４日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（８月８日付け）

に対する意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取。 

９月 ８日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（８月２３日付け）

に対する意見書の提出。 

９日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（８月２４日付け）

に対する意見書の提出。 

２０日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（９月８日付け）

に対する意見書の提出。 

２７日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（９月２０日付け）

に対する意見書の提出。 

両当事者から意見の聴取。 

１０月２１日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（９月２７日付け）

に対する意見書の提出。 
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１１月 ２日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（１０月２１日付

け）に対する意見書の提出。 

２９日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（１１月２日付け）

に対する意見書の提出。 

１２月 ９日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（１１月２９日付

け）に対する意見書の提出。 

  ２８日 ＳＢＭから、ＮＴＴドコモからの意見書（１２月９日付け）

に対する意見書の提出。 

平成２４年  

１月１０日 ＮＴＴドコモから、ＳＢＭからの意見書（１２月２８日付

け）に対する意見書の提出。 

１３日 あっせん委員による審議。 

２３日 あっせん委員による審議（あっせん打切りを決定）。（⇒

（４）） 

委員会から、両当事者に対して、その旨を通知。 

 

（２）申請における主な主張 

 

ＳＢＭ は、ＮＴＴドコモの２００９年度（平成２１年度）以前の相互接

続料に関し、原価に販売奨励金等の営業費が算入されていたが、第二種指

定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料の水準は「適正な原価

に適正な利潤を加えたもの」（注１）とされていることから、接続料から販売

奨励金等の営業費を除外するよう求めてきたが、協議不調となった。 

そのため、ＮＴＴドコモの２００９年度（平成２１年度）以前の相互接

続料について、①販売奨励金等の営業費を除外した接続料を再設定し、再

精算すること及び②販売奨励金等の営業費の算入の内訳及び金額を明らか

にすることについて、あっせんを申請する。 

  （注１）電気通信事業法第３４条第３項第４号 

 

（３）答弁書における主な主張 

 

ＮＴＴドコモは、総務省の策定するガイドラインに従い、粛々と接続料を

算定し、適用してきたところである。また、過去の営業費の算入についても、

総務省の審議会答申（注２）において「ネットワークの外部性を考慮して接続

料を算定する考え方に合理性が認められないわけではないと考えられる」と

されており、ＳＢＭの主張は何ら根拠のないものと考える。 
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また、２００９年度（平成２１年度）以前のＮＴＴドコモの接続料につい

ては、すでに両社で合意し、協定書を締結してきており、これに反する主張

を行うことは認められるべきではなく、既に合意して協定書を締結した過去

の接続料に関して、当該議論を行うことは意味のないものと考える。 

  （注２）「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について 答申」（平成２１年１

０月１６日 情報通信審議会） 

 

（４）事案の処理 

 

   本事案については、３回の意見聴取のほか、多数の意見書のやり取りを

行ったが、当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したため、あっ

せんを打ち切ることとした。 


